
○習志野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則  

平成１７年５月２６日  

規則第３３号  

改正  平成１７年７月１３日規則第３９号  

平成１８年１０月３１日規則第６２号  

平成１９年３月２２日規則第７号  

平成２０年１２月８日規則第４４号  

平成２２年６月１４日規則第２８号  

平成２８年３月３１日規則第１９号  

平成２８年３月３１日規則第２９号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、習志野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例（平成１７年条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。  

（公募の方法）  

第２条  市長は、条例第２条に規定する指定管理者の公募をする場合には、その

旨を公告し、又は広報紙若しくはホームページへの掲載等必要な措置を講じる

ものとする。  

（指定管理者の指定の申請）  

第３条  条例第３条第１項に規定する規則で定める申請書は、習志野市公の施設

に係る指定管理者指定申請書（別記第１号様式）とする。  

２  条例第３条第１項に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げる書類と

する。  

(１ ) 申請資格を有していることを証する書類  

ア  法人にあつては当該法人の登記事項証明書、法人でないものにあつては団

体の代表者の身分証明書  

イ  定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類  

ウ  国税及び地方税の納税証明書（公募を行つた日以降に発行されたもの）又

は納税義務がない場合はその理由を記載した申立書  

(２ ) 管理を行う公の施設の事業計画書（別記第２号様式）  



(３ ) 管理に係る収支計算書（別記第３号様式）  

(４ ) 当該団体の経営状況を証明する次に掲げる書類  

ア  前事業年度の損益計算書その他これらに相当する書類（既に財産的取引活

動をしている団体に限る。）  

イ  前事業年度の貸借対照表、財産目録その他これらに相当する書類（作成し

ている団体に限る。）  

ウ  現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動をしている

団体及び指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を新たに開始す

る団体に限る。）  

エ  団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書  

オ  団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類その他これ

らに相当する書類  

(５ ) その他市長が必要と認める書類  

（指定管理者の候補者の選定）  

第４条  条例第４条の規定による指定管理者の選定に当たつては、次の各号のい

ずれかに該当する団体は選定しない。  

(１ ) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同

項を準用する場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加

を制限されている団体  

(２ )  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定

による指定の取消しを受けたことがある団体  

(３ ) 国税又は地方税を滞納している団体  

(４ ) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴力団法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）又は暴力団の利益となる活動を行う団体  

(５ )  暴力団法第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員

でなくなつた日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）をそ

の業務に従事させ、若しくはその業務の補助者として使用し、又は暴力団員等

の利益となる活動を行う団体  

(６ )  代表者、役員、支店長、営業所長その他の相当の地位にある者又はその



事業活動を支配している者（以下「代表者等」という。）のうちに次のいずれ

かに該当する者がある団体（当該団体の代表者等が、他の団体の代表者等を兼

ねる場合において、当該他の団体の他の代表者等のうちに次のいずれかに該当

するものがある場合を含む。）  

ア  暴力団員等である者  

イ  暴力団又は暴力団員等（以下「暴力団等」という。）に対して利益となる

活動を行う者  

ウ  暴力団等と密接な交際をしている者  

エ  民法（明治２９年法律第８９号）第２０条第１項に規定する制限行為能力

者である者  

オ  破産者で復権を得ないもの  

（平２２規則２８・一部改正）  

（指定管理者候補者選定委員会の設置）  

第５条  指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、習志野市指定管

理者候補者選定委員会（この条において「選定委員会」という。）を 置く。  

２  選定委員会は、副市長、政策経営部長、総務部長及び指定管理者の候補者の

選定に係る公の施設を所管する部長をもつて組織する。  

３  選定委員会は、候補者の公平かつ適正な選定を行うため必要があると認める

ときは、選定委員会に学識経験者その他の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。  

４  前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

別に定める。  

（平１９規則７・平２８規則１９・一部改正）  

（公募によらない指定管理者の候補者の選定）  

第６条  条例第５条第１項第１号に規定する当該施設の性質、目的、規模及び機

能により公募することが適さないと認められる場合は、次のとおりとする。  

(１ )  当該施設の管理運営を行う団体として、その構成員を市が募集したり、

地縁団体等に働きかけを行つた等の経過のある団体を、当該施設の指定管理者

としようとする場合  

(２ )  当該施設の事業内容に鑑み、事業の継続性や現在の指定管理者（地方自



治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号）による改正前の地方自

治法第２４４条の２第３項の規定により委託されたものを含む。）の実績等か

ら、現在の指定管理者を引き続き指定することが最適であると客観的に認めら

れる場合  

(３ )  当該施設の性質に鑑み、特に地域の活力を積極的に活用した管理運営を

行うことにより、サービスの向上、効率化、地域の活性化等の事業効果が相当

程度期待できる場合  

(４ )  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成

１１年法律第１１７号）の適用施設につき、一定期間施設の管理運営をする団

体を指定しようとする場合  

（選定結果の通知）  

第７条  条例第４条又は第５条の規定による選定を行つたときは、速やかにその

結果を習志野市公の施設に係る指定管理者候補者選定通知書（別 記第４号様式）

又は習志野市公の施設に係る指定管理者候補者不指定通知書（別記第５号様式）

により通知するものとする。  

（平１８規則６２・一部改正）  

（指定の通知）  

第８条  市長は、条例第６条第１項の規定により指定管理者を指定したときは、

習志野市公の施設に係る指定管理者指定通知書（別記第６号様式）により、そ

の旨を通知するものとする。  

（事業報告書）  

第９条  条例第８条の規定による事業報告書は、管理する公の施設に関する事業

報告書（別記第７号様式）による。  

（指定の取消し等）  

第１０条  市長は、条例第１０条第１項の規定により指定管理者の指定の取消し

又は管理の業務の停止をするときは、習志野市公の施設に係る指定管理者取消

通知書（別記第８号様式）又は習志野市公の施設に係る指定管理者管理業務停

止命令書（別記第９号様式）により行うものとする。  

（委任）  

第１１条  この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。  



附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１７年７月１３日規則第３９号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１８年１０月３１日規則第６２号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１９年３月２２日規則第７号）抄  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２０年１２月８日規則第４４号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２１年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によ

り作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、

使用し、又は所要の修正をして使用することができる。  

附  則（平成２２年６月１４日規則第２８号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２８年３月３１日規則第１９号）  

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年３月３１日規則第２９号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によ

り作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、

所要の修正をして使用することができる。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第３条第１項）  

（平１７規則３９・平２０規則４４・一部改正）  

第２号様式（第３条第２項第２号）  

（平１７規則３９・全改）  

第３号様式（第３条第２項第３号）  

（平１７規則３９・全改）  

第４号様式（第７条）  

（平１８規則６２・一部改正）  

第５号様式（第７条）  

（平１８規則６２・平２８規則２９・一部改正）  

第６号様式（第８条）  

第７号様式（第９条）  

（平１７規則３９・平１８規則６２・一部改正）  

第８号様式（第１０条）  

（平２８規則２９・一部改正）  

第９号様式（第１０条）  

（平２８規則２９・一部改正）  

 


